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賃貸アパートの

退去トラブルに注意！

◆ご相談は…

消費者ホットライン 局番なし ☎188
いやや

令和5年3月発行

青森県消費生活センター ☎017-722-3343（平日9時～17時30分 土・日・祝日10時～16時 ※年末年始休）

（お近くの消費生活センターにつながります）

・４年間住んでいたアパートを退去することになり、管理会
社から喫煙の有無について確認されたので、部屋でタバコ
を吸っていたことを伝えた。

アドバイス

・後日「掃除してもタバコのにおいが取れない」と連絡があ
り、フローリングなどの交換費用を負担してほしいと言われ、

後日30万円の請求書が届いた。

今月のテーマ

・高額な請求に納得できない。請求に応じる必要はあるか。

タバコくらい
いいよね。

黄ばみ、臭いが取れ
ないので、フローリン
グ、エアコン等すべ
て交換になります。

事 例

交換するとは聞いたけど…

■住んでいるとき

■入居時

■退去時

・家主や不動産業者と一緒に、部屋の現状を確認する。
・キズや汚れのある場所をチェックし、日付入りの写真を撮る。
・「ハウスクリーニング代は入居者負担」などの特約がある場合もある
ので、契約書をよく読む。

・「ペット不可」の部屋でペットを飼うなど、契約違反となることはしない。
・こまめに掃除し、カビや油汚れにも気を付ける

・荷物をすべて出し、部屋をきれいに掃除する。
・修繕費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得できない点は
家主に説明を求める。

賃借人の原状回復義務

■国土交通省の「原状回復をめ
ぐるトラブルとガイドライン」では、
通常使用による損耗や、経年変化
によるものは家主の負担、通常の
使用方法を超える使い方によって
生じたものは借主（入居者）負担と
されています。

入居者の負担

通常の使用方法を超える使い方によるもの

引っ越し作業でできた

ひっかきキズなど

タバコの

ヤニ・におい

ペットによる

キズ・におい

家主の負担

通常の使用や、年数経過によるもの

家具の設置による

床などのへこみ

日焼けによる壁紙
の変色(テレビの後
ろなど)

地震で破損した

ガラス


	スライド 1

